
「コロナ感染拡大警報」について

１．経 緯

八重山圏域において感染拡大し、まん延防止等重点措置の適用を国に再要請する目安として
県が設けている数値を一時的に上回った。

感染者数や病床使用率について減少傾向が見られたことから、まん延防止等重点措置区域の
指定を見送ることとしたが、予断を許さない状況があった。

八重山圏域における警戒感を高めるため、3月9日(水)に「コロナ感染拡大警報」を発出し、
警報の期間を２週間程度(～3/22)とした。

２．「コロナ感染拡大警報」発出後の状況について

3月16日時点の人口10万人あたり直近1週間の新規陽性者数は245.56人(前週比0.63倍)、病床
使用率は29.5％(前週差△29.6)、重症者用病床使用率は０％(前週から継続)となっており、
各指標には改善傾向が見られる。

３．今後の方針(案)

感染急拡大や医療ひっ迫の事態が生じない場合、当初の予定どおり3月22日をもって「コロナ
感染拡大警報」を解除する。

3月19日～21日の連休及び3月20日に開催される石垣島マラソンに関連する感染拡大に警戒す
る必要があるため、注意喚起を行う。

R4/3/16 総括情報部

議題資料１



「コロナ感染拡大警報」について

〇 ３月８日時点、八重山圏域の人口10万人あたり直近1週間の新規陽性者数は399.71人（前週比1.58）、病床使用率は59.1％、重
症者用病床使用率は０％となっていた。2月28日～3月6日の八重山圏域の実効再生産数は1.29となっており、病床のひっ迫が懸念
されたことから、３月９日に「コロナ感染拡大警報」を発出し、感染状況を注視してきたところである。

○ ３月１6日時点の人口10万人あたり直近1週間の新規陽性者数は245.56人（前週比0.63）、病床使用率は29.5％、重症者用病
床使用率は０％となっており、各指標の改善傾向がみられる。コロナ感染拡大警報の期限である３月２2日まで引き続き状況を注視す
る。

議題資料1-2

直近２週間の推移
3/2(水) 3/3(木) 3/4(金) 3/5(土) 3/6(日) 3/7(月) 3/8(火) 3/9(水) 3/10(木) 3/11(金) 3/12(土) 3/13(日) 3/14(月) 3/15(火) 3/16(水)

新規陽性者数
（確定日） 335.19 347.73 401.51 383.58 408.68 399.71 392.54 388.96 374.62 331.60 286.79 268.87 267.07 245.56
病床使用率
【国基準】 93.2 95.5 77.3 84.1 86.4 63.6 59.1 59.1 36.4 31.8 27.3 31.8 25.0 27.3 29.5

前週比（倍） 1.39 1.64 2.13 1.65 1.75 1.58 1.29 1.16 1.08 0.83 0.75 0.66 0.67 0.63
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（八重山保健所管内）人口10万人あたり新規陽性者数、病床使用率及び重症病床使用率の推移

新規陽性者数(確定日)

※人口10万人当たり

病床使用率【国基準】（右

軸）

新型コロナ感染拡大警

報（3/9-3/22）
まん延防止等重点措置（1/9-2/20）

(人) (％)



１．実施期間： 令和４年１月24日（月）～２月10日（木）
２．実施方法： 沖縄県電子申請サービス（インターネット上）

による選択的アンケート形式
３．対象者： 沖縄県内在住の12歳以上の者

（ワクチン接種対象年齢）
４．回答者： 11,353名（男性：4,784名、女性6,506名、不明63名）
５．回答者の年齢構成：

10歳代 354名、20歳代 1,287名、30歳代 2,549名
40歳代 3,394名、50歳代 2,530名、60歳代 1,030名
70歳代 200名、80歳以上 ９名

新型コロナウイルスワクチンに関する
県民意識調査
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その他報告事項１



問１ あなたのことについてお尋ねします
(n=11,353)
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40歳代が30％と最も多く、次いで
30歳代が23％、
50歳代が22％であった。
若年層でみると、10歳代が3%、
20歳代が11%という結果であった。

男性42％、女性57％、不明１％で、
女性がやや多いという結果であっ
た。
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不明
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同居家族は？（複数回答）

配偶者・パートナー、子ども、親と同
居しているとの回答がそれぞれ
60％、50％、20％であり同居者がい
る人が多く、1人暮らしは18％であっ
た。
居住地は、本島南部が51％、本島中
部35％、本島北部８％、離島６％で
あった。
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問１ あなたのことについてお尋ねします
(n=11,353)

51%
35%

8%

居住地域は？
1．本島南部

2．本島中部

3．本島北部

4．宮古

5．八重山

6．その他離島

１％



6%

94%

1．はい

2．いいえ

これまでに新型コロナウイルス
に感染したことがあると回答し
た方は、全体の6%であった。
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問２ これまでに新型コロナウイルスに感染したことがありますか？



1%

86%

13%

1．はい（1回接種）

2．はい（2回接種）

3．いいえ

新型コロナウイルスワクチンを２
回接種したことがあると回答した
方は86％であった。
一方、これまでに１回もワクチン
を接種していない人は13％で
あった。
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問３ 新型コロナウイルスワクチンを接種しましたか？



50歳代以上では、90％以上の人が、ワクチンを２回接種していた。
一方、30歳代以下では20％前後がワクチンを１回も接種しておら
ず、未接種者は30歳代で23.9％と最も多かった。
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問３ 新型コロナウイルスワクチンを接種しましたか？（再掲）
（年代別接種率）
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1回接種すれば抗体が十分得られると思ったから

新型コロナウィルスに感染したから

なんとなく

１回目接種から日数が経過していない

時間が合わなかったから

安全性に疑問がある
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報奨金が出たら

メッセンジャーRNAワクチン以外のワクチンを希望

感染が拡大したら

家族や友人の助言があったら

安全だとわかったら（成分の開示・データの解析）

打ちたくても打てない（医師の判断）

職場や学校の指示だったら

希望しない（副反応が強かったから）

国産ワクチンが出来たら

予約や時間の都合がつけば

２回目のワクチン接種を受けな
かった理由として、
「副反応が怖いから」
「安全性に疑問がある」
等を挙げており、ワクチンの副反
応の怖さや安全性に対する疑問つ
いて不安や疑問に思われている方
が見られた。
また、
「時間が合わなかったから」
「１回目接種から日数が経過して
いない」
等、時間的都合で接種を受けな
かった方も見られた。

「予約や時間の都合がつけば」
と答えた方が最も多かった。
また、
「国産ワクチンができたら」
「副反応が強かったから希望しない
と、国産ワクチン開発への期待やワ
クチン副反応を敬遠する回答もみら
れた。

ワクチン１回接種者に対する質問（n=60）

問4-1 ２回目接種を受けなかったのはどうしてですか？（複数回答）

問4-2 どうすれば２回目接種を希望されますか？（複数回答）

（人）

（人）
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88%

12%
1．はい

2．いいえ

67%

33%
0%

1．ファイザー

2．モデルナ

3．アストラゼネカ
8

ワクチンを２回接種した人に対する質問（n=9,817）
問4-3 ３回目接種を希望しますか？

２回接種した人のうち88％の人が
３回目の接種を希望した。

問4-4 問4-3ではいの方にお聞きします（n=8,669）
１回目、２回目のワクチンは何を接種しましたか？

１回目、２回目に接種したワクチン
は、ファイザーが67％、モデルナが
33％、アストラゼネカが２人であっ
た。



46%

15%

39%

1．ファイザー

2．モデルナ

3．どちらでも可

ファイザーを希望する人が46%で最も多
く、モデルナを希望する人が15％、どちら
でも構わないが39％であった。
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３回目接種を希望するに人に対する質問（n=8,669）

問4-5 ３回目はどのワクチンを希望しますか？

３回目接種希望ワクチン（初回接種別）

初回接種でファイザーを接種した人は
60％が同じファイザーを希望していた。
一方、初回接種でモデルナを接種した人
は52％がどちらでも可を選択していた。17
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32

1・2回目モデルナ(2,875)

1・2回目ファイザー(5,792)

3回目ファイザー希望 3回目モデルナ希望
どちらでも可



73%

4%

23%

1．する 2．しない 3．わからない

３回目の接種を希望するワクチンで受
けることができない場合、約73%の方は
接種すると回答したのに対し、接種し
ないと回答した方は約4%、分からない
と回答した方は約23%となった。
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役所の広報や接種券添付のチラシをみて
なんとなく

家族や友人の助言があったから
職場や学校の指示だったから

国の補償（ワクチンが原因の場合)があるから
接種した証明がほしい

無料だから
新型コロナウィルスが、怖いから

元の生活・社会に戻りたいから
家族や他人に感染させたくないため

ワクチンで感染・発症を防ぎたい
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３回目接種を希望するに人に対する質問（n=8,669）
問4-6 ３回目の接種が希望するワクチンで接種できない場合、

接種しますか?

問4-7 なぜ、３回目接種を希望しますか？（複数回答）
「ワクチンで感染・発症を防ぎたい」(76%)
「家族や他人に感染させたくないため」
(74%)
が多く、
「元の生活・社会に戻りたい」（43％）、
「新型コロナウイルスが怖いから」（38％）
が続いた。

（％）
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予約がなかなか取れなかった
予約が面倒・やり方がわからない

新型コロナウィルスに感染したから
まわりに感染者がなく、受けてる人もいないから

私は感染しないと考えている（感染対策で対応する）
注射が苦手である

接種しても感染対策をしない人がいるために意味がないと思ったから
なんとなく（迷っている）

家族や友人の助言があったから
そのうち新型コロナウィルスが収束すると考えている

他のワクチンも受けたことがない
不妊のリスクがあると思うから

国や県市町村の情報に懐疑的
ワクチンの必要性を感じない

副反応が怖いから
ワクチン接種するのは個人の自由と思う

未知のワクチンだから
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ワクチンを１回も接種していない人への質問（n=1,476）
問4-8 接種希望しない・しなかった理由は？（複数回答）

「未知のワクチンだから」（73%）
「副反応が怖いから」（55%）
というワクチンに対する不安感や
「ワクチン接種するのは個人の自由と思う」（71%）
「ワクチンの必要性を感じない」（54%）
などの回答が多かった。
また、

「不妊のリスクがあると思うから」（27％）との回答も見られた。

（％）
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予約や時間の都合がつけば
職場や学校の指示だったら

治験後なら
感染、発症及び重症化予防効果以外のインセンティブがあれば

安全だとわかったら
国産ワクチンが出来たら

希望しない
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ワクチンを１回も接種していない人への質問（n=1,476）

問4-9 どうすれば接種を希望されますか？（複数回答）

約半数の方が「希望しない」（47%）と回答した。
次いで、
「国産ワクチンができたら」（19%）
「安全だとわかったら」（10%）
「感染、発症及び重症化予防効果以外のインセンティブがあれば」（9％）
との回答の順であった。

（％）



「TV・新聞」（78%）
「インターネット・SNS掲示板」（70%）
が多く、既存の媒体のほか、ソーシャルメディア等を活用して情報を入手している方が
多く見られた。
次いで
「国や自治体のサイト・窓口・郵便物」（45%）
「身近な医療従事者（医師・看護師）」（25%）
「既に接種を受けた身近な人」（25%）
と、自治体からの情報や身近な人からの情報を入手している方も見られた。 13
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ＴＶ・新聞

全ての人に対する質問（n=11,353）

問５ 新型コロナウイルスワクチンの情報源について（複数回答）

（％）
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問５ 新型コロナウイルスワクチンの情報源について（複数回答）（再掲）
接種回数別回答（未接種者：n=1,476、２回接種者：n=9,817）

ワクチンに係る情報源については、最も多い情報源としていたのは、２回接種者が「TV・新
聞(81%)」だったのに対し、未接種者は「インターネット・SNS掲示板(81%)」だった。
また、未接種者は、２回接種者と比較して、周囲の方々から情報を収集している傾向が見
られた（「既に接種を受けた身近な人(42%)」「身近な医療従事者（医師・看護師）(35%)」「未
接種の身近な人(25%)」）。

（％）
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正しいと思うものはない
新型コロナウィルス患者の治癒が期待できる

ワクチンは治験が終わってないので、安全性が確認されていない
1回目と2回目で同じメーカーのワクチンを、接種する必要がある

接種した人の遺伝子が、組み替えられることはない（分解される）
接種した人が不妊になったり、流産することはない

接種による重篤な副反応が、生じた際の救済制度がある
副反応のほとんどは、接種部位の痛み・だるさ等、軽微なものである

急に体調の変化が生じる、強い副反応が生じる事がある
感染拡大のリスクを下げる効果が期待できる

接種費用が無料である
ワクチンを接種するかどうかは、個人の意思で決められる

重症化のリスクを下げる効果が期待できる

ワクチンに対する認識を問う設問には、
「重症化のリスクを下げる効果が期待できる」（85%）
「ワクチンを接種するかどうかは、個人の意思で決められる」（72%）
「接種費用が無料である」（65％）
「感染拡大のリスクを下げる効果が期待できる」（64％）
「急に体調の変化が生じる、強い副反応を生じることがある」（51％）
等選択した方が多くみられた。 15

全ての人に対する質問（n=11,353）
問5-1 情報源からの情報を踏まえ、あなたが正しいと思うものは何ですか？

（複数回答）

（％）
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問5-1 情報源からの情報を踏まえ、あなたが正しいと思うものは何ですか？
（複数回答）（再掲）
接種回数別回答（未接種：n=1,476、２回接種：n=9,817）

「ワクチンを接種するかどうかは、個人の意思で決められる」は接種・未接種に関わらずとも多くが「正し
い」と回答した。
「重症化のリスクを下げる効果が期待できる」、「感染拡大のリスクを下げる効果が期待できる」は、２回
接種者の多くが「正しい」と回答したが、未接種者では「正しい」と回答した人が少なかった。
一方、「ワクチンは治験が終わっていないので、安全性が確認されていない」には、未接種者の多くが「正
しい」と回答したが、２回接種者では「正しい」と回答した人が少なかった。
また、「副反応のほとんどは、接種部位の痛み・だるさ等、軽微なものである」、「接種した人が不妊に
なったり、流産することはない」、「接種した人の遺伝子が、組み替えられることはない（分解される）」
等では、２回接種者で「正しい」と回答したものが多かった。
「正しいものはない」を選択したものは未接種者に多かった。

（％）

1 
11 

10 
28 

33 
34 

35 
37 

50 
73 

69 
72 

93 

14 
3 

61 
9 

7 
5 

12 
11 

54 
11 

38 
72 

31 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

正しいと思うものはない

新型コロナウィルス患者の治癒が期待できる

ワクチンは治験が終わってないので、安全性が確認されていない

1回目と2回目で同じメーカーのワクチンを、接種する必要がある

接種した人の遺伝子が、組み替えられることはない（分解される）

接種した人が不妊になったり、流産することはない

接種による重篤な副反応が、生じた際の救済制度がある

副反応のほとんどは、接種部位の痛み・だるさ等、軽微なものである

急に体調の変化が生じる、強い副反応が生じる事がある

感染拡大のリスクを下げる効果が期待できる

接種費用が無料である

ワクチンを接種するかどうかは、個人の意思で決められる

重症化のリスクを下げる効果が期待できる

未接種 2回接種
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1. 接種回数について
今回、アンケート回答した県民 11,353人のうち、86%がワクチンを２回

接種し、13%がワクチン未接種であった（問３）。

2. ３回目接種について
２回接種した人のうち、88％が３回目接種を希望していた（問4-3）。
初回接種でファイザーを接種した人に、追加接種においても同一ワクチン

を希望する人が多い傾向にあった（問4-5）。
また、73％の人が希望するワクチンが受けられなくても接種すると回答し

ていた（問4-6）。

３．未接種の人が、ワクチン接種を希望しない理由について
ワクチンに対する不安感や不信感、ワクチン接種への疑問や国や自治体の

情報に懐疑的とする回答が多かった（問4-8）。
また、「どうしたら接種を希望するか」との問いについても約半数

（47％）が「希望しない」と回答しており、「国産ワクチンができたら
（19%）」と国産のワクチンを期待する回答も見られた（問4-9）。

まとめ１
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４．情報源について
TV・新聞等の既存の媒体のほか、国や自治体等を含めたインターネット

等、複数の媒体を情報源としている傾向が全体的にみられた。
また、未接種者において、インターネット・SNS掲示板を情報源としてい

る方も多く見られ、身近な人についても情報源とする傾向が認められた
（問5）。

５．ワクチンに対する認識について
ワクチンに対して肯定的な意見を「正しい」と回答した人が２回接種者

で、未接種者に比べ多かった。
一方、ワクチンに対し否定的な意見を「正しい」と回答した人が未接種者

で、２回接種者に比べ多かった(問5-1) 。

まとめ２



オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について

１．濃厚接触者の特定・行動制限待機期間の見直し（主な内容）

２．積極的疫学調査の見直し（主な内容）

（１）同一世帯内で感染者が発生した場合

○ 保健所等は、濃厚接触者を特定し、行動制限を求める。

○ 待機期間は、原則７日間（８日目解除）だが、社会機能維持者か否かにかかわらず、４・５日目の抗原定性検査キットで陰性確認後、
５日目から解除を可能（７日間は、検温など自身による健康状態の確認等を求める。）とする。

（２）事業所等で感染者が発生した場合（（３）（４）の場合を除く）

○ 保健所等は、一律に濃厚接触者を特定し、行動制限を求める必要はない。

○ 事業所等は、感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はない。

○ 事業所等で陽性者と接触があった者は、高齢者等との接触や感染リスクの高い行動を控える。

（３）入院医療機関、高齢者・障害児者入所施設で感染者が発生した場合

○ 都道府県等は、濃厚接触者を特定し、行動制限を求める。

○ 濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする。

（４）保育所、幼稚園、小学校等で感染者が発生した場合

○ 濃厚接触者の特定・行動制限は、保健衛生部局と児童福祉部局等が連携して、自治体ごとに方針を決定する。

○ 濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする。

○ 重症化リスクが高い高齢者等の命と健康を守るため、積極的疫学調査は、入院医療機関、高齢者・障害児者入所施設に集中的に実施する。

○ 入院医療機関・高齢者・障害児者入所施設については、感染発生初期段階で当該施設からの報告を求め、迅速に調査を実施する。

○ オミクロン株の特徴（潜伏期間・発症間隔が短い）を踏まえ、オミクロン株が主流の間は、自治体における濃厚
接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について、以下のとおり実施することとする。

○ なお、保健所による対応が可能な自治体において、引き続き幅広く濃厚接触者の特定等を行うことを妨げない。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、国民ひとりひとりが基本的な感染予防対策を徹底することが重要。
※ 特に、オミクロン株の特徴も踏まえれば、症状がある場合などには、保健所による濃厚接触者の特定等を待つことなく、出勤、登
校等の自粛を含めた感染防止対策を自主的に講じることが重要。
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 事 務 連 絡 

令和４年３月１６日   

 

   都道府県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

B.1.1.529系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の

発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について 

 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと

うございます。 

B.1.1.529系統（以下「オミクロン株」という。）の感染急拡大が確認された場合の

濃厚接触者の取扱等については、令和４年１月５日付け厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認され

た場合の対応について」等で、積極的疫学調査については、「新型コロナウイルス感染

症患者に対する積極的疫学調査実施要領」（国立感染症研究所）等でお示ししてきた

ところです。 

オミクロン株については、感染・伝播性やその倍加速度が高い一方、重症化率は低

い可能性が示唆されるなど、その特徴が徐々に明らかになってきました。従来株と比

べて潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実

情に応じて、自治体の判断により、全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積

極的疫学調査を行わない場合は、下記の通り、感染するリスクの高い同一世帯内や、

重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関や高齢者施設等を対象に濃厚接

触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を集中的に実施することとしますの

で、管内市町村、関係機関等への周知をお願いいたします。なお、迅速な積極的疫学

調査の実施及び濃厚接触者の特定が可能な場合には、オミクロン株であっても一定の

感染拡大防止効果は期待できるため、感染者数が低水準である等保健所による対応が

可能な自治体については、引き続き幅広く積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特

定を行うことを妨げるものではありません。 

なお、本事務連絡は本日より適用することとし、濃厚接触者の待機期間の取扱いに

ついては、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応につい

て」等に関わらず、本事務連絡を適用いたします。 
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記 

 

１．感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定と行動制限について 

オミクロン株については、 

・感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感染が急拡大し、それに

伴い濃厚接触者が急増することから、その全てにこれまでと同様の一律の対応を

行うことは、保健所機能そして社会経済活動への影響が非常に大きい、 

・一方で、高齢者は若年者に比べて重症化する可能性が高いことから、高齢者等へ

の感染が急速に拡がると重症者数が増加し、医療提供体制のひっ迫につながるお

それがある 

といった特徴がある。 

このため、今後、オミクロン株が感染の主流の間は、感染者との接触場所等によ

って、その後の感染リスクや更なる感染拡大の防止の効果、重症化リスクのある者

への波及の可能性、行動制限による社会経済活動への影響が異なることを踏まえ、

濃厚接触者の特定や行動制限及び積極的疫学調査の実施方針について、以下（１）

～（５）のとおりお示しする。自治体においては、感染状況など地域の実情に応じ

て、管内におけるオミクロン株の特徴を踏まえた方針を検討の上、住民その他の関

係者にその結果、実施することとなった取扱について適切に周知をお願いする。都

道府県におかれては、保健所設置市とも連携の上、対応をお願いする。また、当該

方針については、決定後速やかに厚生労働省の下記連絡先に報告をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）同一世帯内で感染者が発生した場合 

  a.基本的な考え方 

 同一世帯内の同居者の二次感染率は、その他の濃厚接触者の二次感染率より

高いと考えられる。また、同一世帯内においては感染の情報が迅速に共有され、

オミクロン株が主流である中にあっても、濃厚接触者の特定・行動制限を求め

る意義は大きく、一定の効果が見込まれる。 

他方で、一般的な世帯は集団の規模としては事業所等に比べ小さいものの、

二人以上の世帯に属する者の数は多く、同一世帯内感染が広がり、濃厚接触者

が増加すれば、社会経済活動への影響は大きいことに配慮する必要がある。 

 

 

（連絡先） 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 戦略班・保健班 

Email: variants@mhlw.go.jp 
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  b.具体的な取扱 

・同一世帯内で感染者が発生した場合は、保健所等による濃厚接触者の特定・

行動制限を求める。ただし、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り

等を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感

染者に送付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染

者に伝達すること等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可

能である。 

・オミクロン株の特徴を踏まえ、同一世帯内において感染が疑われる事例が生

じた場合には、何よりも迅速に感染拡大防止対策を講じることが必要であり、

検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、自主的

な対策を速やかにとっていただくことをあらかじめ住民等に対して周知して

いただくようお願いする1。 

・特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日（当該感染者が無

症状（無症状病原体保有者）の場合は検体採取日）又は当該感染者の発症等

により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を０日目として、７日

間（８日目解除）とする（※１）が、４日目及び５日目の抗原定性検査キッ

トを用いた検査（※２）で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか

否かに関わらず、５日目から解除を可能とする。また、この場合における解

除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。 

・上記いずれの場合であっても、７日間が経過するまでは、検温など自身によ

る健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化

リスクの高い方（以下「ハイリスク者」という。）との接触やハイリスク者が

多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関（以下「ハイリスク施

設」という。）への不要不急の訪問（※３）、感染リスクの高い場所の利用や

会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとする。 

 

※１ ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めて

その発症日（当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日）を０日目とし

て起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、そ

の後発症した場合は、その発症日を０日目として起算する。 

  ※２ 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用い

ること。令和４年１月５日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された

場合の対応について」に基づき、事業者が社会機能維持者に使用するため

に購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。また、事

                                                      
1 具体的な対策のメッセージとして、厚生労働省において以下のポスターを作成しており、参考にされたい。 

・家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと https://www.mhlw.go.jp/content/000835169.pdf 

・お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について https://www.mhlw.go.jp/content/000883759.pdf 
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業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断

する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担

を強いることのないよう配慮すること。 

  ※３ 受診等を目的としたものは除く。 

 

（２）事業所等（（３）及び（４）の施設を除く）で感染者が発生した場合 

  a.基本的な考え方 

同一世帯内以外の事業所等（（３）及び（４）の施設を除く。以下同じ。）にお

いて濃厚接触者が感染している確率は、同一世帯内の濃厚接触者が感染してい

る確率と比べ、低いと考えられる。また、各業界、事業所等における感染防止

対策が徹底している場合、感染者が発生しても、事業所等で感染が拡大しない

ケースもある。さらに、これまでの基本的な感染対策の積み重ねなどにより、

国民自らが状況に応じて、自主的な感染対策を講じることも期待される。 

他方、事業所等で濃厚接触者とされた者の一律の行動制限の実施は、従事者

の不足等に繋がる恐れがあり、社会経済活動への影響が大きくなるおそれがあ

る。 

このため、オミクロン株が主流である中において、事業所等における感染拡

大防止対策は、社会経済活動の維持との両立の観点でバランスを取ることが求

められる。 

  b.具体的な取扱 

・保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必

ずしも行う必要がないものとする。このため、必ずしも行政検査の対象とは

ならない。 

・ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性が

ある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの

高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合における保健所等

による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能である。 

・上記を踏まえ、住民や事業所等に対しては、感染者が発生した場合に、状況

に応じて自主的な感染対策を徹底いただくこととし、以下の点を十分に周知

するようお願いしたい。 

➢同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、

出勤を含む外出を制限する必要がないこと。 

➢事業所等で感染者と接触（※）があった者は、接触のあった最後の日から一

定の期間（目安として７日間）はハイリスク者との接触やハイリスク施設

への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リ

スクの高い行動を控えるよう、事業所内に周知すること。また、症状がある

場合には、速やかに医療機関を受診することを促すこと。 

➢事業所等で感染者と接触（※）があった者のうち、感染対策を行わずに飲食
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を共にしたもの等は、一定期間（例えば、５日間の待機に加えて自主的に検

査など）の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとること。 

・感染状況等に応じて、一般に、検温など自身による健康状態の確認や、ハイ

リスク者との接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利用

や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとする。 

 

※ 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」（国立

感染症研究所）を踏まえた感染者の感染可能期間（発症２日前～）の接触 

 

（３）ハイリスク施設で感染者が発生した場合 

a.基本的考え方 

オミクロン株においては、重症化リスク因子のない若年層が重症化する率は

低く、重症例や死亡例の多くは高齢者であり、ハイリスク者が多数入院・入所

するハイリスク施設では、感染拡大時の影響が大きくなりうることから、他の

事業所等に比べて感染拡大防止策を強化する必要がある。 

こうした場においては、オミクロン株が主流である中にあっても、積極的疫

学調査の実施及び濃厚接触者の特定・行動制限を求める意義は大きく、早期の

介入により一定の感染拡大防止の効果が見込まれる。 

他方で、積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定し、行動制限を行うこ

とにより、事業継続が困難となり、ひいては医療提供体制のひっ迫につながり

うることに配慮する必要がある。 

  b.具体的な取扱 

・都道府県等による迅速な積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定・行動

制限及び当該ハイリスク施設内の感染対策の助言を求めることとする。 

・特定された濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日（感染者との最終接触等）

から７日間（８日目解除）とするが、４日目及び５日目の抗原定性検査キッ

トを用いた検査（（１）bの※２参照）で陰性を確認した場合は、社会機能維

持者であるか否かに関わらず、５日目から解除を可能とする。また、この場

合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。 

・上記いずれの場合であっても、７日間が経過するまでは、検温など自身によ

る健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急

の訪問（（１）bの※３参照）、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、

マスクを着用すること等の感染対策を求めることとする。 

  ・濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎

日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする（別途示す事務連

絡を参照）。確認に必要な抗原定性検査キットは、自治体や団体等が希望数量

をとりまとめて入手することも可能であることなど、入手方法については、

担当部局宛に別途連絡する。 
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・早期探知・早期対応・早期治療が重症者の抑制に重要であることを改めてハ

イリスク施設に周知する。 

 

（４）保育所（地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む）、幼稚園、認定こども

園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブで感染者が発生

した場合 

a.基本的考え方 

保育所（地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む）、幼稚園、認定こども

園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブ（以下「保育

所等」という。）においては、同一世帯内以外の事業所等と同様に、同一世帯内

と比べて濃厚接触者が感染している確率は必ずしも高くないと考えられる一方

で、特に保育所や幼稚園等の乳幼児については、同一世帯以外の事業所等の場

合と比べると、マスク着用など基本的な感染対策の徹底が、困難と考えられ、

引き続き、感染防止対策の内容等に応じて自治体による柔軟な対応が必要であ

る。 

また、保育所等の従事者（保育士・幼稚園教諭・小学校教諭等）が濃厚接触

者となり、就業できずに、休園・休校等となった場合に、その対象となった子

どもの育児のために保護者が欠勤せざるを得なくなり、社会経済活動への影響

が大きくなるおそれがある。 

 

  b.具体的な取扱 

・濃厚接触者の特定・行動制限については、都道府県又は保健所設置市の保健

衛生部局と市町村の児童福祉部局等、都道府県及び市町村の教育委員会又は

都道府県私立学校主管部局（以下単に「児童福祉部局等」という。）が連携し

て、上記（２）又は（３）の取扱を参考に、自治体毎にあらかじめ感染者が発

生した場合の積極的疫学調査の実施や濃厚接触者の特定に関する方針を決定

しておくことが望ましい。その際、未就学児と小学生でマスク着用等の基本

的な感染防止対策の実施に差異が生じることもあるため、当該感染防止対策

の水準に応じて、それぞれ方針を決定することも考えられる。 

・上記方針により濃厚接触者の特定を行う場合には、当該特定された濃厚接触

者の待機期間は、（３）bの同一世帯内以外の事業所等の濃厚接触者の待機期

間と同様の取扱とする。 

・濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎

日検査による業務従事を可能とする（別途示す事務連絡を参照）。確認に必要

な、抗原定性検査キットは、自治体等が希望数量をとりまとめて入手するこ

とも可能であることなど、入手方法については児童福祉部局等宛に別途連絡

する。 

・感染者の発生により施設を休園・休校せざるを得ない場合であっても、できる
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限りその範囲と期間を限定できるよう検討するとともに、保護者の就労継続

が可能となるよう、一部休園や代替保育等により保育機能を継続する取組を

推進する（児童福祉部局等宛に別途連絡する）。 

 

（５）集団感染（クラスター）が発生した場合 

a.基本的な考え方 

事業所等の中で同時に５名以上の集団感染が発生した場合等においては、限

られた空間におけるなんらかの感染拡大要因の存在が疑われ、早期の保健所の

介入による一定の感染拡大の防止は期待される。 

  b.具体的な取扱 

・従来通り感染状況に応じて、都道府県等の判断により積極的疫学調査を実施

し、濃厚接触者の特定・行動制限を求める。 

・特定された濃厚接触者の待機期間は、（１）～（４）の bに示した取扱を参考

に、感染拡大の原因として考えられる要因を踏まえて個別に判断する。 

・特に高齢者・障害児者の通所・訪問系事業所など（３）には該当しないもの

のハイリスク者の感染拡大が想定される場で感染者が発生した場合には、更

なる感染拡大を防止できるよう、十分留意して対応することとする。 

・クラスターと認定される前段階で、保健所が自治体本庁における感染対策部

門と情報共有の上、厚生労働省のクラスター対策班や国立感染症研究所の実

地疫学専門家養成プログラム（FETP）の自治体への相談支援が可能となるよ

う、連携を確保する。 
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２．積極的疫学調査の実施について 

（１）基本的な考え方 

 a.従来の方法 

従来の積極的疫学調査については、「新型コロナウイルス感染症患者に対する 

積極的疫学調査実施要領」（以下「実施要領」という。）等に基づき、感染症法

第 12 条に基づく医師の届出（以下「発生届」という。）を起点として、届出の

あった感染者の全例について、①感染源の推定（後向き調査）や②濃厚接触者

の調査（前向き調査）の２つの調査を組み合わせて幅広く実施することにより、

クラスターの連鎖を防ぎ、感染拡大を防止することを主な目的としている。こ

れらの調査を通じて、感染経路や世代時間などウイルスの基本的な特性を把握

することも、目的とされている。 

また、感染拡大時においては、ハイリスク施設や感染リスクの高い場に関す

る行動歴の聴取に重点化することや、事業所等で濃厚接触候補者のリストをと

りまとめ保健所等に提出し、濃厚接触者を特定することを可能としている。 

調査の実施に当たっては、自治体からの要請に応じて国立感染症研究所のク

ラスター対策専門家を派遣し、技術的な支援を行っている。また、変異ウイル

スの出現等に伴う知見の収集を目的とした深堀調査について、国立感染症研究

所から自治体への調査の必要性について打診を行うこともある。 

 

  b.オミクロン株の特徴を踏まえた取扱 

他方で、オミクロン株については、 

・従来株と比べて潜伏期間と発症間隔が短いなどオミクロン株に関する性質等

が明らかになってきており、感染拡大時には、濃厚接触者の特定と待機の有

効性が低下している 

・特に都市部において、患者数が急増し、全ての患者への聴取りの実施が困難

である 

といった特徴がある。 

このため、同株が主流の間は、引き続き多くの患者が発生することを前提と

して、「実施要領」等の記載にかかわらず、 

① 調査を集中的に実施することにより、ハイリスク施設の感染拡大防止を徹底

する 

②課題や必要性に応じて調査を行う人的資源を確保し、効果的な感染防止対策

に繋げる 

ことを基本として、積極的疫学調査を実施する。特に①の重点実施はハイリス

ク者の命と健康を守るために極めて重要であり、遺漏のないように取り扱うこ

とが求められる。具体的には、以下（２）及び（３）に示すとおり、上記ハイリ

スク施設については、積極的疫学調査と濃厚接触者の特定により施設内の感染

拡大を抑える効果が期待できるため、感染症法第 15条に基づく当該ハイリスク
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施設からの報告に基づき都道府県等が感染発生初期から積極的に調査を実施す

る。また、②の調査は、（４）のとおり実施する。 

ただし、感染者が少ない地域など都道府県等が従来の方法により迅速に積極

的疫学調査を実施できる場合には、引き続き、幅広く実施することは可能であ

る。また、新たな変異株が発生した場合には、当該変異株の特徴を踏まえ対応

することとなることも想定しておくことが必要である。厚生労働省のクラスタ

ー対策班や国立感染症研究所の実地疫学専門家養成プログラム（FETP）の派遣

による支援は、引き続き実施するので、積極的に活用されたい。自治体におい

ては、感染状況など地域の実情に応じて、管内におけるオミクロン株の特徴を

踏まえた積極的疫学調査の方針について検討の上、住民その他の関係者にその

結果、実施することとなった取扱を適切に周知するものとする。また、当該方

針については、１の濃厚接触者の特定及び行動制限の方針と併せて、決定後速

やかに厚生労働省に報告をお願いする（連絡先は１の柱書きに記載の通り）。 

 

（２）発生届に基づく保健所等の対応 

   発生届が提出された場合には、感染者に対し、保健所等からの初回の連絡や健

康観察を行うこととなるが、その際の取扱は以下の通りとする。 

・感染者本人に対しては、従来通り、HER-SYS等のシステムを積極的に用いて、重

症化リスクの高い感染者に重点的に連絡を行っていただきたい（既に各自治体

で行っている効果的な連絡方法等の仕組みがある場合はそれを妨げるものでは

ない）。（※） 

・発生届又は感染者自らが My HER-SYSの「健康調査」に入力した内容により、年

齢、重症化リスク因子、ワクチン接種歴等、重点的に健康観察を行う対象であ

るか否かの判断が可能な場合、聴取り調査は必ずしも行う必要はない。また、

積極的疫学調査として、感染者に対し、濃厚接触者の特定のための詳細な聴取

り調査についても必ずしも行う必要はない。 

・感染者と同一世帯内の同居者がいる場合を想定し、詳細な聴取り調査を行うこ

となく、一律、当該同居者は濃厚接触者として取り扱うこととする旨、伝達す

る。当該同居者である濃厚接触者には、適切な周知資料等も用いながら、感染

者を通じること等により、１（１）b で示した行動制限の内容等を周知するよ

う、当該感染者に求めることとする。この際、自治体では、感染対策の継続の

重要性やどのようなときに受診するか等の基本的な対策について、周知・伝達

するよう努めること。 

・上記同居者に、高齢者など重症化リスクが高い方がいる場合には、体調の変化

に応じて速やかに医療機関を受診すること等についても周知すること。 

 

※発生届や感染者の健康観察等の取扱については従前通りであり、令和４年２

月９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新
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型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」を

参照。 

 

（３）ハイリスク施設からの報告に基づく都道府県等及び都道府県感染制御・業務継

続支援チーム等の対応 

発生届とは別に、以下の通りハイリスク施設からの報告を求め、都道府県及び

都道府県感染制御・業務継続支援チーム等による調査を集中的に実施することに

より、ハイリスク者との間での感染拡大を防止する。 

また、感染者の発生が少数である段階においては、感染者と一定の接触があっ

た者について、入居者であれば別室対応とし、従業員であれば出勤を見合わせる

など、保健所と連携して、事業所毎に事前に方針を定めておくことが望ましい。 

・ハイリスク施設から都道府県等又は都道府県感染制御・業務継続支援チーム等

への報告に当たっての基準等は以下のとおりとする。 

【条件】ハイリスク施設において、従業者や入居者の別を問わず、感染者が１

名以上発生した場合に行うこと（ただし、感染可能期間にハイリスク

施設に出勤・入院・入所等をしていない者のみの感染の場合など当該

ハイリスク施設において感染拡大につながらないと判断した場合は除

く） 

【方法】報告は、以下の項目を参考にして求めること（ただし、既に各自治体

で行っている効果的な連絡方法等の仕組みがある場合はそれを活用さ

れたい）。 

    ・感染管理の体制の有無と具体的な体制の内容（自施設のみではなく、

他施設からの応援体制も含む） 

・従業者及び入所者のワクチン接種状況（回数と最後の接種日） 

・施設の利用者への対応状況 

・濃厚接触者の特定の有無及び人数（施設の利用者数も含めて収集） 

【留意点】ただし、都道府県等から調査が行われる前に２例目以降が発生し、

感染拡大防止のために特に都道府県等の関与が必要と認められる場

合には、当該施設は、都道府県等に対してその旨の連絡を行うもの

とする。 

 

  ・ハイリスク施設からの報告に基づき、都道府県等は当該ハイリスク施設に連絡

し（あらかじめ感染者が出た場合の対応を都道府県等とハイリスク施設におい

て協議している場合はこの限りではない。）、必要に応じて積極的疫学調査を行

う。具体的には、都道府県等は、従来通り感染者からの行動歴の聴取や、施設

全体の検査などの調査を実施する。また、必要に応じて、都道府県感染制御・

業務継続支援チーム等クラスター対策の専門家と連携して対応すること。また、

調査の実施において、人材が不足している場合には、自治体間で広域に連携し、
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感染対策の専門家の派遣により、人材確保に努めること。 

・濃厚接触者には、ハイリスク施設の感染拡大の防止を徹底するため、従来通り

適切な管理（初期スクリーニングとしての全数検査や健康観察の実施、外出自

粛等の要請 ）を都道府県等から求める。なお、１（３）及び（４）で示したと

おり、必要な医療を継続するため、従事者について、一定の条件の下で毎日検

査により出勤することは可能とする。 

 

（４）課題や必要性に応じて保健所等が行う調査 

上記（２）及び（３）のほか、地域の感染状況を踏まえつつ、公衆衛生・医療

上の課題や必要性に応じて、積極的疫学調査を行う。 

具体的には、変異ウイルスによってもたらされる臨床像や疫学状況が異なる可

能性がある場合、感染が下げ止まった場合の理由の探索、場所や年齢に応じた特

徴的な感染が多発する場合などの理由の探索、などが想定される。 

 


